
盛
岡
地
方
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 
① 
人
権
研
修
お
受
け
い
た
し
ま
す 

～
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
～ 

近
年
、
「
人
権
」
に
関
す
る
社
会
的
な

関
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
の

分
野
に
お
い
て
人
権
へ
の
意
識
が
高
ま

っ
て
い
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
で
人
権
を
尊
重

す
る
こ
と
は
、
企
業
価
値
向
上
に
貢
献
す

る
こ
と
と
な
り
、
逆
に
軽
視
す
れ
ば
、
企

業
活
動
に
お
け
る
様
々
な
人
権
リ
ス
ク

を
背
負
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

 

盛
岡
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
で
は
、

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
と
し
て
、
企
業
が

尊
重
す
べ
き
人
権
、
ま
た
人
権
に
関
す
る

リ
ス
ク
に
つ
い
て
各
企
業
様
に
説
明
す

る
と
と
も
に
、
各
種
研
修
を
無
料
で
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
企
業
へ
の
講
師
派
遣
な

ど
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 ま

た
、
企
業
が
人
権
を
尊
重
す
る
行
動

を
と
る
こ
と
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
広

く
宣
言
す
る
「
Ｍ
ｙ
じ
ん
け
ん
宣
言
」
の

取
組
も
行
っ
て
い
ま
す
。
「
Ｍ
ｙ
じ
ん
け

ん
宣
言
」
を
し
て
、
誰
も
が
人
権
を
尊
重

し
合
う
社
会
を
一
緒
に
実
現
し
ま
せ
ん

か
。 詳

細
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
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）
を
ご
確
認
く

だ
さ
い 

【
問
い
合
わ
せ
先
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  ② 

会
社
・
法
人
の
登
記
申
請
は 

オ
ン
ラ
イ
ン
が
便
利
で
す 

商
業
法
人
の
登
記
申
請
書
や
登
記
事

項
証
明
書
の
請
求
書
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

作
成
・
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

ご
存
じ
で
す
か
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
は
、
原
則
、
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す

が
、
電
子
証
明
書
が
不
要
な
利
用
方
法
と

し
て
、「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
書
面
申
請
（
紙

申
請
）
」
と
「
か
ん
た
ん
証
明
書
請
求
」
が

あ
り
ま
す
。 

【
メ
リ
ッ
ト
】 

★
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
書
面
申
請 

・
登
記
申
請
に
必
要
な
様
式
が
準
備
さ
れ

て
お
り
、
簡
単
に
登
記
申
請
書
が
作
成

で
き
ま
す
。 

・
登
記
の
処
理
状
況
が
確
認
で
き
、
作
成

し
た
デ
ー
タ
を
管
理
・
再
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

★
か
ん
た
ん
証
明
書
請
求 

・
法
務
局
の
窓
口
で
登
記
事
項
証
明
書
を

請
求
す
る
場
合
の
手
数
料
は
、
一
通
に

つ
き
６
０
０
円
で
す
が
、
か
ん
た
ん
証

明
書
で
請
求
す
る
と
、
郵
送
受
取
は
５

０
０
円
、
窓
口
受
取
は
４
８
０
円
と
な

り
、
費
用
が
抑
え
ら
れ
ま
す
。 

・
手
数
料
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
で
電
子
納
付
が
で
き
る
の
で
、
請

求
手
続
が
ウ
ェ
ブ
上
で
完
結
し
ま
す
。 

詳
細
は
、
登
記
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

シ
ス
テ
ム
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h
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）
又
は
、「
法
務
省 

オ
ン
ラ
イ
ン
」

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。 

  ③ 

実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
が 

 

創
設
さ
れ
ま
し
た 

令
和
４
年
１
月
３
１
日
か
ら
、
株
式
会

社
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
会
社
が
作
成
し

た
実
質
的
支
配
者
（
２
５
％
超
の
議
決
権

を
有
す
る
者
）
の
リ
ス
ト
の
写
し
を
発
行

す
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。 



こ
の
制
度
は
、
株
式
会
社
が
口
座
を
開

設
す
る
と
き
な
ど
に
活
用
で
き
る
制
度

で
、
作
成
日
現
在
の
実
質
的
支
配
者
を
記

入
し
た
書
類
（
リ
ス
ト
）
を
提
出
す
れ
ば
、

商
業
登
記
所
で
あ
る
法
務
局
が
、
そ
の
リ

ス
ト
を
保
管
し
、
写
し
を
発
行
し
ま
す
。 

ま
た
、
申
出
及
び
写
し
の
発
行
に
係
る

手
数
料
は
無
料
で
す
。 

詳
細
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
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を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

  

④ 

相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
す 

令
和
６
年
４
月
１
日
に
改
正
不
動
産

登
記
法
が
施
行
さ
れ
、
相
続
登
記
が
義
務

化
さ
れ
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
登
記
簿

を
見
て
も
所
有
者
が
分
か
ら
な
い
と
い

う
、
所
有
者
不
明
土
地
問
題
（
各
種
公
共

事
業
や
復
旧
・
復
興
事
業
に
伴
う
用
地
買

収
手
続
の
妨
げ
に
な
る
等
の
問
題
）
が
あ

り
ま
す
。 

 

こ
の
所
有
者
不
明
土
地
が
生
じ
た
理

由
と
し
て
、
土
地
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
相
続
登
記
申
請
が
さ

れ
な
い
ま
ま
、
そ
の
相
続
人
も
亡
く
な
っ

て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。 

 

そ
こ
で
、
相
続
に
よ
っ
て
不
動
産
を
取

得
し
た
相
続
人
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の

所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日

か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
規
定
が

新
た
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
他
、
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
罰

則
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
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）
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。 

【
②
～
④
の
問
い
合
わ
せ
先
】 

盛
岡
地
方
法
務
局
登
記
部
門 
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⑤ 

あ
な
た
の
思
い
を 

形
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

～
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
～ 

自
筆
証
書
遺
言
書
は
、
遺
言
者
本
人
が

手
書
き
で
作
る
遺
言
書
で
す
。
規
定
の
サ

イ
ズ
の
紙
と
ペ
ン
、
印
鑑
が
あ
れ
ば
一
人

で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
軽
で
自

由
度
の
高
い
も
の
で
す
。
法
務
局
に
保
管

を
す
る
と
、
遺
言
書
の
紛
失
や
盗
難
、
偽

造
や
改
ざ
ん
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
遺
言
者
の
生
前
の
意
思
を
か
な
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

大
切
な
あ
な
た
の
財
産
を
ご
家
族
や

大
切
な
人
に
託
す
方
法
、
ま
た
、
事
業
を

確
実
に
承
継
さ
せ
る
方
法
の
一
つ
と
し

て
、
本
制
度
を
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

詳

細

は

、

法

務

省

ホ

ー

ム

ペ

ー
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を
ご
確
認
く
だ

さ
い
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【
問
い
合
わ
せ
先
】 

盛
岡
地
方
法
務
局
供
託
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